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亥年は十二支の中でも最後の年です。もともと十二支は季節ごとの植物の状態を表す言葉だそうで、

亥年は「戌年でたわわに実った果実が種子となり、エネルギーを蓄えて次の世代へ向かう準備、次の始まり

に向けて新たなエネルギーを蓄える」という意味の年なのだそうです。

また、亥年は「無病息災」の意味の年ともいわれており、猪の肉には

万病さえも防ぐ、予防する力があると考えられているところから生じて

います。（無病息災の年とはいえ、無理なことをされたら当然病気になっ

たり、体を壊されたりすることもありますので、「無病息災」の年だから

といって安心はしないようにしましょう。余談ですが、日本では「猪」

は「いのしし」ですが、中国では「ぶた」を意味するそうです。）

毎年恒例となりました「経営革新新春セミナー」を下記の日程で開催致します。ご多忙とは存じますが、

多くの方のご参加をお待ちしております。詳細につきましては後日ご連絡させていただきます。

２０１９ 経営革新 新春セミナー 

【日時】平成３１年１月２４日(木) １５：００～１７：４０ 

【場所】茅野市民館 ２階コンサートホール 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 誠に勝手ではございますが、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。 

＜年末年始休業日＞

平成３０年１２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）

※平成３１年１月４日（金）より通常どおりとなります。

平成３１年１月５日（土）、栁澤会計グループ全員参加の研修を行うため、通常業務を

お休みさせていただきます。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
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亥年とはこんな年！ 

１月５日 午後 通常業務お休みのお知らせ。 

年末年始休業のご案内 

２０１９経営革新春セミナーのお知らせ 



生前対策３つのポイントは以下の通りです。 

・「争族対策」について 
・「納税資金対策」について 
・「節税対策」について 

本号では「納税資金対策」についてご説明いたします。 

「納税資金」「納税資金対策」について 
相続税の納税は相続の申告期限（亡くなったことを知った日の 

翌日から１０カ月以内）までに「金銭一括納付」が原則です。 

納税の必要が生じた場合、納税できるだけの現預金が手元にあることが必要になります。その納税する為

のお金を「納税資金」と呼びます。「納税資金対策」とは相続が起こり、納税が必要になってもしっかりと

納税資金が手元に準備できているように対策をしておくことをいいます。 

どのくらいの「納税資金」が必要なのでしょうか？ 
具体的にどれだけの「納税資金」が必要なのかは、相続する財産の価額によって異なってきます。大切

なのは仮に今相続が起こったとして、どのくらいの相続財産をお持ちで、相続人は何人いて、その結果、

相続税がどれだけかかるのかを把握することです。「納税資金対策」をしようとしても相続財産の全体がわ

からなければ、どれくらの「納税資金」が必要なのかを知ることはできないということです。 

具体的な対策として 
相続財産全体の把握をし、どれくらいの相続税を納める事になりそうかがわかったら、その税額を現預

金で納めることができるかどうかを判断することになります。相続財産に十分な現預金があるならば、「納

税資金対策」は不要となりますが、そうでない場合納税するための資金を前もって準備しておくことが必

要となります。その具体的な方法を見てみましょう。 

・生命保険の活用 

生命保険から支払われる死亡保険金で納税資金を準備する方法です。前もって把握した相続税額に見合

う保険契約を締結しておけば受け取った死亡保険金で納税することが可能となります。また生命保険金の

場合、「500万円×法定相続人」で計算される非課税枠がありますので、節税にもなります。 

・退職金の活用（経営者の場合） 

会社の経営者の場合、生前に会社経営から退き退職金の支払をうけると、その資金で納税資金を準備す

ることができます。また、死亡時まで在職していた場合に会社より死亡退職金が支払われると、生命保険

金と同様に、非課税枠があります。また、弔慰金のうち一定額が非課税財産となります。 

・金庫株式の売却（経営者の場合） 

相続人が取得した金庫株（被相続人が所有していた非上場株式）を会社に買い取ってもらうことにより、

売却代金を納税資金とすることができます。（会社に買取資金があることが必要です。また、買取資金を会

社より支出することによる法人側のデメリットも考慮する必要があります。）個人が株式を売却しますので

譲渡税がかかりますが、金庫株譲渡の特例措置などの税額軽減措置が取られております。 

・相続財産・資産の売却 

売却可能な相続財産であれば売却して納税資金を確保することができます。資金化を急ぐあまり資産を

不利な条件で売却したり、納税期限内に売却できない場合も考えられますので注意が必要です。 

以上具体的な対策を見てきましたが、まずは「納税資金」がいくら必要かを把握することからはじめて

はいかがでしょうか。ご相談は随時受け付けておりますので、お問い合わせください。 （斉藤 直人） 

生前対策について ②



（橋本健治）

税金・会計Ｑ＆Ａ 

 所有する株式や公社債などを売却して、利益が出た際には、原則、確定申告が必要です。 

1．株式の売却益は、譲渡所得 

 株式の売却益は、所得税の計算上、譲渡所得となります。また、この際に株 

式の売却益に関する譲渡所得は、「申告分離課税」により税額計算を行います。 

なお、この際に売却損（譲渡損失）が出た場合は、他の株式や債券の譲渡所得か 

ら控除する「損益通算」も可能で、譲渡所得と配当所得の損益通算の特例もあり 

ます。 

2．申告分離課税とは？ 

 申告分離課税とは、他の所得（給与所得や不動産所得他）とは合算せずに確定申告で納税する方法で

す。この際の税率は、原則20.315％（所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%）です。 

3．上場株式等は、特定口座で確定申告を省略できます。 

 上場株式等は、「特定口座」を開設して、「源泉徴収あり」を選択することで 

確定申告を省略することができます。この制度は、売却益に応じた税額を証券 

会社が徴収して、納税するものです。また、特定口座を開設し、源泉徴収あり 

を選択した場合に売却損が出た場合は、確定申告をすることで売却損を翌年に 

繰り越して、翌年の売却益と通算することもできます。

株式を売却して利益が出たときは、確定申告が必要？ 

１．ＮＩＳＡ（ニーサ） とは？ 

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配

当に対して約20%の税金がかかります（上記参照）。ＮＩＳＡは、「ＮＩＳＡ口座 

（非課税口座）」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から 

得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。 

２．ＮＩＳＡの種類 

(1)ＮＩＳＡ 

2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。NISAでは毎年120万円の非課税投

資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。 

(2)ジュニアＮＩＳＡ 

2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者（0～19歳）を対象に

年間80万円分の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。 

(3)つみたてＮＩＳＡ 

 特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です（2018年１月からスタート）。

購入できる金額は年間40万円までで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税

期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られ

ています。 

ＮＩＳＡ（ニーサ）とは？ 



今年の年末調整より「給与所得者の配偶者控除等申告書」が初めて提出されることになります。この申告

書には給与所得者の合計所得金額の見積額（本人の年収見積額）を記載することになります。 

■見積額に基づく控除額の計算
今年の年末調整より、配偶者控除等は、給与所得者の合計所得金額によって控除額が異なることとなりま

した。そのため、「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、下表の通り給与所得者本人と配偶者の合計所

得金額を計算する表があります。この計算結果に基づき、控除額を計算することになります。 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の合計所得金額の見積額の計算表 

■見積額の訂正がある場合
注意したいのはこれらの金額はこの申告書を提出した日時点の見積額であるため、実際の金額と差異が生

じる可能性があります。残業代や賞与などにより変動し、結果として配偶者控除等の額に影響する可能性が

あります。 

この場合、原則は本人に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の見積額の記載内容の訂正を行ってもらう

ことになります。ただし実務的には見積額と実際の金額に差異が生じていることを本人に伝えた上で、給与

等の支払者（会社側）で訂正し適正に計算することも容認されます。            （北原隆幸）

時間に余裕のない日々を過ごしています。特に秋はやりたいこと、やらなくてはいけ 

ないことが沢山あって休みの日もなかなかのハードスケジュールです。 

そんな季節ですが、主人の会社の上司にお声かけ頂き「松本城ウォーク」に参加してき 

ました。松本城ウォークは２日間行われており合計６つのコースから選べるように 

なっているのですが、主人も私も運動不足のため一番距離の短い「松本歴史探訪コース」 

のショートコース６㎞を選びました。受付で集印帳をもらい、指定された印所をまわり、 

印判を集印帳に押印して松本城公園にゴールするというもので、配布されるコースマップはあくまで推奨 

コースであり、地図を片手に自由に歩いて良いことになっています。申し込み時に戴い 

た松本城、旧開智学校校舎、松本市美術館など、松本市の観光文化施設で使用できる無

料入場券を使ってウォーキングしながら見学して歩きました。今まで幾度となく訪れて

いる松本ですが、街の中をのんびり歩いて神社や美術館、博物館に立ち寄ることはなく、

観光客になった気分で松本の魅力を改めて発見しながら歩くことができました。秋晴れ

の気持ちの良い日に久しぶりに穏やかな時間を過ごすことができて、筋肉痛すら心地よ

く感じられました。遠くへ旅行に行く時間はなくても、身近な街を歩くことだけでも旅

行気分を味わえることを発見。来年は別のコースに挑戦してみようと思っています。 

配偶者控除等申告書の合計所得金額の見積額

職員コラム   ～ 松本城ウォーク ～                         北原葉子


